
様 式F-19

科学研究費助成事業(学 術研究助成基金助成金)研 究成果報告書

平成25年4.月27日 現在

機 関 番 号34419

研 究 種 目 若 手 研 究(B)

研 究 期 間2011～2012

課 題 番 号23730783

研 究 課 題 名(和 文)新 制 師 範 学 校 の 制 度 的 意 義 に 関 す る 実 証 的 研 究

一 高 等 教 育 機 関 の 採 用 基 準 に 着 目 して 一

研 究 課 題 名(英 文)AnEmpiricalStudyofinstitutionalsignificanceofthenewsystemNormaI

School-Inviewoftheinclusioncriteriaofhighereducationinstitutions一

研 究 代 表 者

小 田 義 隆(ODAYOSHITAKA)

近 畿 大 学 ・生 物 理 工 学 部 ・准 教 授

研 究 者 番 号:50455094

研究成果の概要(和 文):昭 和18年 に専門学校程度に昇格 した新制師範学校が高等教育機関と

して確立 していたことを、昇格段階に既存する高等教育機関の採用人事資料を使い、その履歴

を比較分析する方法を用いて実証 した。教員採用の基準 としては中等教育機関以上における教

歴によって職階を決めるとい う共通の特徴が見 られた。高等教育機関卒業見込みの若手の教員

に関しては、助教授に採用 される所などは新制師範学校 と同様な特徴が見 られた。

研 究 成 果 の 概 要(英 文):TheResearchhasdemonstratedthatthenewsystemNormalSchool

wasestablishedasahighereducationinstitution.Thestudywascarriedoutinaway

tocomparethehumanresourcesdataofnormalschoolpersonnelandmaterialofhigher

educationinstitutions.Asaresult,Personnelaffairsofhighereducationinstitutions

andnewsystemNormalSchoolhadcommonfeatures.
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1.研 究開始当初の背景

(1)本 研 究は、以下の背景の物開始 した。

1943年 、師範教育令改正によ り、師範学校

制度 は戦前最大の制度改革を行い大きな転

換点を向かえた。制度改革の大きな変更点

は、次の二点である。

①道府県立か ら官立に移管 し、国家が直

接的に教員 を養成する制度に転換 した

こと。

②入学資格を中等学校修了 とした ことで

専門学校程度の学校 に昇格 した こと。

上記、師範学校制度に関す る大変革は、



戦前の師範学校改革の到達点 として位置付

けられてい る。 しかし、戦時下の非常事態

における改革であったため、教育の根本的

な崩壊に当面せ ざるを得ず、正規の実態を

なさない改革であった と評価 された。その

ため、戦後教育改革における、戦後教員養

成の2大 原則(教 員免許状授与の開放制 ・

大学における教員養成)の 研究が精力的に

進 められた。 そ して師範学校の専門学校程

度昇格は、研究対象 として価値 の低い もの

と評価 され、戦後教育改革の前史的な位置

付 けで記載 され ることが多 く、小学校教員

養成制度の戦前 ・戦後の連続性 に着眼 した

研究は少ない。

師範学校の専門学校程度昇格に関す る先

行研究は、上述の理 由か ら極めて少 ないが、

その中で も代表的なものは以下の五点であ

る。①国立教育研究所編 『日本近代教育百

年史5』 教育研究振興会、1974年 。②中

内敏夫、川合章編 『日本の教師6教 員養

成の歴史 と構造』明治図書、1974年 。③横

畑知己 「1943年 『師範教育令』に関す る一

考 察」『教育学研 究 』第54巻 第3号

1987年9.月 。④船寄俊雄 『近代 日本 中等

教員養成論争史論』学文社、1998年 。⑤清

水康幸『教育審議会の研究 師範学校改革』

野間教育研究所、2000年 。

いずれ も、師範学校専門学校程度昇格ま

での議論の詳細な分析 は非常 に詳 しく、昭

和戦前期の教員養成研究 として逸すること

の出来ない業績である。 しか し、小学校教

員養成制度の戦前 ・戦後の連続性 に着 目し

て先行研究 を概観す ると、④で船寄が 「戦

後 に確立す る小学校教師を含 めた教師の大

学 にお ける養成の原則 は突然の ものではな

く、すでに戦前、教師教育改革を議論する

中に、それ を展望 しうる思想が準備 されっ

っ あった」 と論述 されているのみで、制度

的な連続を実証的に追究 した研究は管見 し

た ところ存在 しない。

(2)そ こで、2007年 度の若手研究(ス ター

トア ップ)に おいて、小学校教員養成 の戦

前 ・戦後の制度的な連続性を実証す る基礎

的な研究 として、師範学校の専門学校程度

昇格に関す る具体的なプロセスを究明す る

べ く教員人事に焦点を当てて研究を進 めた。

具体的には、県立師範学校の教諭が、専門

学校程度に昇格 した師範学校 の教員 として

採用 され る際、 どのよ うな職階で採用 され

るかを調査 した。資料 としては国立公文書

館で発見 した、これまで誰 も使用 していな

い専門学校程度 に昇格 した師範学校教員の

履歴書1995名 分を収集分析 し、以下の結果

が明 らかになった。

①中等教員 としての勤務年数が、本科教

授 ・本科助教授 ・予科教諭 としての採

用基準の1っ となっている。

②採用者 の学歴 が本科教授 ・本科助教

授 ・予科教諭 としての採用基準 となっ

てい る。中等教員 としての勤務年数が

少 なくとも、研究歴があれば教授 ・助

教授 として採用 されている。

上記の分析結果によ り、専門学校程度に

昇格 した師範学校が、 これまでの 「いかに

教 えるか」を重視す る 「教職的研究修練」

機 関としての性質か ら、学問の研究深化を

重視す る 「純学問的専門研 究」機 関として

の性質 に転換 した ことを実証 した。

(3)し か し、その当時にすでに高等教育機

関 として存在 した 旧制高等学校および高等

師範学校等の教員採用基準が明らかになっ

てお らず、専門学校程度昇格後の師範学校

教員が高等教育の教員の性質 を持 ったもの



なのかは実証できていない とい う背景 をも

っていた。

2.研 究の 目的

(1)上 記の背景のもと、専門学校程度に

昇格 した師範学校制度発足により、高等教

育 にお ける小学校教員養成 が開始 され、戦

後教育改革で達成 された高等教育 にお ける

小学校教員養成 との制度的な連続性を有す

ると仮説が立っ。

しか し、その仮説は、専門学校程度 に昇

格 を果た した師範学校 の教員採用人事基準

が既存の高等教育機関の教員採用人事基準

とどのよ うな相違 があるのかと言 う問題 を

包含す る。 この問題の究明には、昇格後の

師範学校教員 と、 これまで中等学校教員養

成 を担ってきた高等師範学校 を含む官立 ・

私立の専門学校の教員 との採用基準の相違

を分析する必要があ り、本研究では この問

題点を歴史的 ・実証的に解決することを目

的 としてい る。

(2)師 範学校教員が高等教育機関教員 と

して採用 された基準 と、他 の既存の専門学

校の採用基準 との相違 の分析 をす ることに

よ り、専門学校程度に昇格 した師範学校制

度の制度的 ・歴史的意義付 けの究明が可能

とな り、戦前か ら高等教育機関における小

学校教員養成が開始 されていた こと実証的

に究明 し、従来の先行研究では明 らかにさ

れなかった小学校教員養成 の戦前 ・戦後の

制度 的連続性 を実証 し、教員養成制度研究

に対 して新たな知見 を与 えるものである。

3.研 究の方法

(1)本 研究では、第一に、国立公文書館所

蔵の第一次資料の収集を行った。これまでに

収集 した師範学校の専門学校程度昇格 の際

に提出された履歴書に記載 された内容 と、既

存の高等教育機 関であった学校の教員履歴

書を比較分析するため、旧制高等学校、高等

師範学校および私立専門学校人事資料を収

集 し、現任校で分析することが出来るように

マイクロフィッシュ化 した。この資料を通 し

て、戦前の高等教育機関教員の採用基準の究

明を行 うこととした。

(2)そ の手がか りとなる国立公文書館所蔵

の代表的な資料は、① 「高等官進退」② 「判

任官進退」③ 「教官採用」の資料群である。

①②の資料によって、高等教育機関の教員の

採用のプロセスが明らかにな り、師範学校教

員 における採用時のプロセス との違い等が

明らかになる。また、③の資料群には官立専

門学校教員の詳細な履歴書が含まれてお り、

これ らをデータベース化 し、師範学校教員の

履歴 と比較分析することにより、以下の2点

のことを明らかにした。

①教員養成を担 う官私立高等教育機 関と、

師範学校 の教員採用 に関す る具体的な

プロセスの相違。

②教員養成を担 う各高等教育機 関の教員

の採用基準の相違。

上記の2点 をふまえた上で、師範学校教員

の高等教育機関における制度的意義および、

専門学校程度に昇格 した師範学校像の究明

の一助 とする。 さらに、師範学校が 目指 した

小学校教員像が明らかになり、小学校教員養

成の戦前 ・戦後の制度的連続性を分析 した。

4.研 究成果

本研究の 目的は、1943年 、3.月6日 制定

8日 公布の師範教育令改正によ り道府県立

師範学校が専門学校程度 に昇格す ることに

よ り、高等教育機 関 としての教員組織 を組

織できたか否かを実証す ることである。

その方法 として、2007年 度 の若手研究に

て収集 した、師範学校専門学校程度への昇



格過 程 で文 部省 に提 出 した新 制師 範学 校教

員 の文 部省 国 民教育 局作成 の採 用 書類(国

立 公 文 書 館 所 蔵 、 請 求 番 号:本 館

一3A-032-04・ 昭59文 部02316100
、本館

一3A-032-04・ 昭59文 部02317100
、本館

一3A-032-04・ 昭59文 部02318100
、本館

一3A-032-04・ 昭59文 部02319100に 記載

され てい る履歴 書2309名 分:こ れ らの資

料 と本研 究 で発 掘 した資料 の解 題 を近 畿大

学 生物 理 工学部 戦略 的研 究課題 の補助 金 で

作成 中)と 、本研 究 で新 た に収集 した、 中

等 学校 の教 員養成 を担 って きた既 存 の高等

教 育学 校 の教員採 用 に使 用 され た文部省 専

門教育 局教 育課 作成 の採 用書類 を比較 分析

す る ことに よ り実証 した。

国立 公文 書館 所蔵 の第 一次 資料 の収集 で

は、 昭和18年 段 階で高 等教 育機 関 と して

存在 した学校 の教員採 用 人事 書類 を発 掘 し

た。 移 管元機 関が文 部省 、大 臣官 房総 務課

記録 班 分類 文章 、第一総 務 門 は(職 員進 退)

「教官採 用 」の資料群(国 立公 文書館 所 蔵 、

請 求番 号:本 館 一3A-032-04・ 昭59文 部

02311100、 本 館 一3A-032-04・ 昭59文 部

02312100、 本 館 一3A-032-04・ 昭59文 部

02313100、 本 館 一3A-032-04・ 昭59文 部

02314100)で あ る。 これ らの資 料群 は 、次

の よ うな資 料 で構 成 され て い る。

①採用先の学校長が文部省専門学務局長

に宛てた採用に関する問い合わせ

②専門学務局長から採用先学校長に宛て

た差し支え無しの紹介結果

③履歴書

④成績書

⑤健康診断書

⑥各種免許状の写 し

その中で以下の属性の履歴書を収集 し、

マイ クロフィッシュ化を行った。 旧制高等

学校教授採用168名 、助教授採用4名 、講

師採用31名 、兼任主事採用9名 、その他

教官1名 。東京外国語学校教授採用8名 、

助教授採用3名 、講師採用2名 、教官採用

3名 の採用履歴書および、その他、大阪外

国語学校、東京音楽学校、東京高等体育学

校、熊本薬学専門学校、東京美術学校、東

京高等歯科学校、富山薬学専門学校、東京

高等歯科医学学校、東京女子高等師範学校、

奈良女子高等師範学校の採用履歴書33名

分である。

これ らの資料 から、師範学校においては

文部省国民教育局長宛への伺い対 して、既

存の高等教育機 関の教員採用 に関 しては、

文部省専門学務局長(旧 制高等学校および

専 門学校)と 文部省普通学務局宛(高 等師

範学校)に 伺いをしていることか ら、師範

学校が専門学校 「程度」に昇格 してお り採

用のプロセスの差異 を見 うけることが出来

る。 しか し、新制師範学校 と高等教育学校

の採 用時 に提 出 され た教員 採用人事書類

(履歴書)を 比較分析す ることによ り、師

範学校教員採用 と既存の高等教育機関教員

採用における基準に関す る共通点を見いだ

す事が出来た。両者の人事を取 り扱 う機関

は、高等教育学校が専門学務局および普通

学務局に対 して、新制師範学校は国民教育

局 とい う決定的な違いはあるが、教員採用

の基準 としては中等教育機 関以上における

教歴 によって職階を決めるとい う共通の特

徴が見 られた。高等教育機 関卒業見込みの

若手の教員 に関 しては、判任官の助教授に

採用 され る所な どは新制師範学校 と同様な

特徴が見 られた。また、同 じ師範教育の系

譜である女子高等師範学校人事に関しては、

新制師範学校の教員 と同様に師範学校卒業

後高等師範学校、文理科大学を経て採用 さ



れているケースも多 く、新制師範学校採用

人事 との差異が見 られなかった。

以上の分析 か ら、専門学校程度 に昇格 し
た師範学校は、教員採用人事 においても高

等教育 としての教員採用を行 ってお り、戦
前 において高等教育による教員養成が開始

されてお り、高等教育における教員養成の

戦前戦後の連続性 を実証することが出来た
と考える。今後、現在作成 中の本研究で発

見 された資料の改題 を完成 し、多 くの研究

者 に教員人事資料の存在を周知 し、教員養

成研究の深化につなげたい と考える。
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